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レンゴー健康保険組合



現行保険証の廃止とマイナ保険証の有効期限等について

日頃より、当組合の事業運営につきまして格別のご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
2024年12月2日以降、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、現行保険証（従来の健康保険証）は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。2025年12月2日以降、現行保険証は経過期間終了にともない、ご使用いただけなくなります。つきましては、現行保険証廃止後の対応およびマイナ保険証の有効期限、資格確認書について下記のとおりご案内申しあげます。

記
１．現行保険証の取り扱いについて
１２月２日以降、現行保険証は無効となりますので、同日以降、加入者様ご自身で破棄していただきますようお願いします。但し、現行保険証には個人情報（氏名・生年月日等）が含まれますので、破棄の際には、はさみで切断するなど適切な方法での処理をお願いします。

2．マイナ保険証の有効期限と資格確認書について
・マイナンバーカードに搭載されている「電子証明書」の有効期限は、発行日から５回目の誕生日までです。マイナ保険証をお持ちの方でも「電子証明書」の有効期限が切れて３ヵ月経過すると、マイナ保険証は使用できなくなります。有効期限の２～３ヵ月前には自治体より更新案内が届きますので、忘れずに更新手続きを行っていただきますようお願いします。
・マイナ保険証をお持ちでない方には、マイナ保険証に代えて医療機関等に提示する「資格確認書」を交付しております。マイナ保険証をお持ちの方には、原則として資格確認書は交付しませんが、高齢者や障害者等のマイナ保険証による受診が困難な方については、申請に基づき交付しますので、当組合までご連絡をお願いします。

以　上
